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■ 茨木市バリアフリー基本構想の構成 

第1章 計画の概要 
 背景、目的、市のバリアフリーに関する考え方、計画期間 

第2章 茨木市の現況と課題 
 市の概要、施設等の概況、バリアフリーの課題（主にアンケート・ヒアリングより） 

第4章 重点整備地区の基本方針 
 各地区の課題や問題点、移動等円滑化の基本的な考え方、生活関連施
設・生活関連経路、重点整備地区の区域 等 

第5章 実施すべき特定事業等 
 事業の種類、整備内容、整備期間、事業者 等 

第6章 その他 
 推進体制、検討経緯、その他必要な事項 等 

平
成
26
年
度 

赤字：バリアフリー法（第25条）において、基本構想で明示すべき事項として規定されている項目 
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第3章 全体整備方針 
 整備の方針、重点整備地区の選定 

茨木市バリアフリー基本構想 

平
成
27
年
度 

今回の検討事項 



 
 
・基本構想（素案） 
・パブコメの実施 
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■ スケジュール（平成27年度） 
○協議会等 

 
 
・パブコメ結果 
・基本構想（案）の承認 

  

  

 
 
・重点整備地区の課題、生活関連
施設・生活関連経路（案） 

 １．重点整備地区の概況と課題整理 

■第４回協議会(H27.7.22) 

■第６回協議会(H27.12.14） 

■第７回協議会(H28.2頃) 

■第４回庁内会議(6.29) 
 

■第５回庁内会議 

■第６回庁内会議 

 ・ワークショップ(5月) 
  （現地調査等） 

 ２．重点整備地区、生活関連施設 
 及び生活関連経路の設定 

 ３．重点整備地区の整備方針と整備 
 メニューの検討 

 ５．基本構想の策定 

 ４．パブリックコメント 
 （意見募集）の実施（12月頃） 

 
 
・整備メニュー素案 

■第５回協議会(H27.10.14) 

■第７回庁内会議 
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■ 本日の資料の内容とご意見をいただきたいポイント 

１ ．バリアフリー整備の内容            

・重点整備地区内におけるバリアフリー整備の内容につい
て確認をお願いします。 

 
【重点整備地区】JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区、総持寺駅周辺地区、 

       南茨木駅周辺地区 
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特定事業計画 

 【特定事業計画】 

公共交通 

特定事業計画 

・公共交通事業者

等が基本構想に沿

って事業計画を作

成し事業を実施 

道路 

特定事業計画 

・道路管理者が基

本構想に沿って事

業計画を作成し事

業を実施 

交通安全 

特定事業計画 

・公安委員会が基

本構想に沿って事

業計画を作成し事

業を実施 

都市公園 

特定事業計画 

・公園管理者等が

基本構想に沿って

事業計画を作成し

事業を実施 

路外駐車場 

特定事業計画 

・路外駐車場管理

者等が基本構想に

沿って事業計画を

作成し事業を実施 

建築物 

特定事業計画 

・建築主等が基本

構想に沿って事業

計画を作成し事業

を実施 

茨木市バリアフリー基本構想 

・鉄道 
・バス 等 

・歩道 
・立体横断
施設  等 

・信号 
・交差点 

・公園 
・緑地 

・駐車場 ・商業施設 
・福祉 
・介護施設 
・病院 等 

＜特定事業計画＞ 

 具体的なバリアフリー整備の計画である特定事業計画は、バリアフリー基本構想策
定後に各事業者が作成し、事業を実施していきます。 

【施設の例】 

バリアフリー整備の内容 

基本構想策定後に作成 
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整備目標時期 

短 期 概ね5年（平成32年度）以内 

中 期 概ね10年（平成37年度）以内 

長 期 平成37年度以降 

国、府、市の各種基準、関連のガイドライン等に沿った整備・改良を基本とするととも
に、誰もがより利用しやすいものとするためにできる限り市民・当事者等のニーズを
反映した整備を行うことを前提に、各事業者と協議を行い、具体的な整備事業メ
ニューを策定し、整備目標時期を設定。 

参考：基本構想の目標年度は平成32年度 

＊昨年度協議会資料より抜粋 
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  Ⅰ ．地区別の 
    バリアフリー整備の事業内容           
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

面積 経路の総距離 

約４．１１km2 約１３.２９km 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜旅客施設の主な整備内容＞ 

エスカレーターを設置 

■ＪＲ茨木駅 
◇公共交通特定事業<西日本旅客鉄道㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○     必要に応じ、利便性
向上に努める。 トイレ設備の充実 ○ 

エスカレーターの設置 ○     

ホームの安全対策 ○   

車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善 ○     

駅リニューアルの工事概要（出典：西日本旅客鉄道㈱ホームページ） 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜駅前広場等の主な整備内容＞ 

■ＪＲ茨木駅西駅前広場 
◇その他の事業<茨木市等> 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 

視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○     

バス停へのアクセス向上 ○     

バス停へのアクセス向上に向
けた検討 

エレベーター等の施設の位置がわかりやすい
ように案内板等を設置 

視覚障害者誘導用ブロックがないところ
は新しく設置 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜旅客施設の主な整備内容＞ 

■阪急茨木市駅 
◇公共交通特定事業<阪急電鉄㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 
必要に応じ、利便性向
上に努める。 

トイレ設備の充実 ○ 多機能トイレの整備 

エレベーターの改良     ○ 施設更新に合わせて
利便性向上に努める。 車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善 ○ 

ホームの安全対策     ○ 転落対策 

車いす利用者でも利用しやすい 
券売機への改善を検討 

出典：国土交通省 
「公共交通機関の旅客施設に関する 
移動円滑化整備ガイドライン」 

【券売機の整備イメージ】 

ホームの安全対策を検討 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜駅前広場等の主な整備内容＞ 

■阪急茨木市駅 西駅前広場 
◇その他の事業<茨木市等> 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

視覚障害者誘導用ブロックの改善 ○     

案内情報設備等の充実 ○     

自転車横断防止柵の見直し ○     

駅広からバス乗降場への段差解消 ○     

駅前広場の適切な運用の徹底 ○     

再開発事業による駅前広場の改修     ○ 

車いす利用者が利用しやすいよう
に自転車横断防止柵を見直し 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜旅客施設の主な整備内容＞ 

■モノレール宇野辺駅 
◇公共交通特定事業<大阪高速鉄道㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 
必要に応じ、継続的
に検討・改良を実施 

案内看板・音声案内を整備 

改札口 コンコース 

ホーム 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜府道の主な整備内容＞ 

■大阪高槻京都線、南千里・茨木停車場線 
◇道路特定事業（関連を含む）<大阪府茨木土木事務所> 

路線名 区間 具体項目 
目標時期 

短期 中期 長期 

大 阪 ・ 高
槻・京都線 

中央環状線 
～弁天下交差点 

歩道改善（段差、勾配の解消） 
視覚障害者誘導ブロックの整備 

○   

南 千 里 ・
茨木停車
場線 

茨木郵便局 
～西駅前東交差
点 

歩道改善（段差、勾配の解
消） 

視覚障害者誘導用ブロックの
設置 

○   

立体横断施設の改善     ○  

歩道の横断勾配を解消 立体横断施設の改善に向けて検討 

【大阪・高槻・京都線】 【南千里・茨木停車場線】 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜市道の主な整備内容＞ 

■永代町３号線 
◇道路特定事業（関連を含む）<茨木市> 

路線名 区間 具体項目 
目標時期 

短期 中期 長期 

永代町３号線 
阪急茨木市駅西側
駅前広場 
～府道枚方茨木線 

歩道改善（段差、勾配の
解消） 
視覚障害者誘導ブロック
の整備・改善（輝度比） 

○   

歩道と同色の視覚障害者誘導用
ブロックは、弱視者にもわかる
よう輝度比を改善 

【永代町３号線】 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜市道の主な整備内容＞ 

■松下町西穂積線 
◇道路特定事業（関連を含む）<茨木市> 

路線名 区間 具体項目 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

松下町西穂
積線 

生涯学習センター
きらめき 
～見付山交差点 

歩道改善（段差、
勾配の解消） 

○ 

歩道幅員の拡幅・
セミフラット化 

○ 

波打歩道を解消し、 
セミフラットの歩道整備を検討 

目の粗いグレーチングを 
細目グレーチングに交換 

【松下町西穂積線】 【セミフラットの歩道整備イメージ】 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜市道の主な整備内容＞ 

■元町上泉線 
◇道路特定事業（関連を含む）<茨木市> 

路線名 区間 具体項目 
目標時期 

備考 短期 中期 長期 

元町上泉線 
市立障害福祉セン
ターハートフル 
～府道枚方茨木線 

歩行者の安全確保 ○   
路肩のカラー
舗装化 

路側帯のカラー舗装等 

歩道がない道路については、安全な歩行空間を
確保 

【整備イメージ】 【元町上泉線】 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜公園の主な整備内容＞ 

■元茨木川緑地 
◇公園特定事業<茨木市> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○   必要に応じ、利便性向上に努める。 

公園出入口部のバリアフ
リー化 

 ○    

車いすでも出入りしやすいように公園の出入口は有効幅
を確保し、段差を解消します 

出典：国土交通省「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」 

【公園出入り口の整備イメージ】 
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１ ＪＲ茨木・阪急茨木市駅周辺地区 

＜路外駐車場の主な整備内容＞ 

■タイムズＪＲ茨木駅前第３駐車場 

◇路外駐車場特定事業<施設管理者> 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

障害者用駐車施設の確保 
整備済み 

移動経路の円滑化 

車いす使用者用駐車施設が1箇所整備されており、歩道への経路も円滑 
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２ 総持寺駅周辺地区 

面積 経路の総距離 

約１.３４km2 約３.６３km 
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＜旅客施設の主な整備内容＞ 

■（仮称）ＪＲ総持寺駅 
◇公共交通特定事業<西日本旅客鉄道㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

バリアフリーに配慮した駅舎整備 ○     
駅前広場や周辺
のまちづくりと一
体的に実施 

バリアフリーに配慮した駅舎を整備します 

２ 総持寺駅周辺地区 
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＜旅客施設・駅前広場等の主な整備内容＞ 
■阪急総持寺駅 
◇公共交通特定事業<阪急電鉄㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 
必要に応じ、利便性向
上に努める。 

トイレ設備の充実 ○ 施設更新に合わせて利
便性向上に努める。 車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善     ○ 

西改札出入口付近の改善  ○   市と連携して検討 

歩行空間の確保等、
駅広の安全対策につ
いて検討 

２ 総持寺駅周辺地区 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

安全な歩行空間の確保  ○   

■阪急総持寺駅周辺 
◇その他の事業<茨木市等> 

西改札出入口と前面道路と
の段差解消を検討 



２ 総持寺駅周辺地区 
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＜市道の主な整備内容＞ 

■総持寺駅前線 
◇道路特定事業（関連を含む）<茨木市> 

路線名 区間 具体項目 
目標時期 

短期 中期 長期 

総持寺駅前線 
阪急総持寺駅 
～国道171号 

歩道改善（歩道の
連続化、段差、勾
配の解消） 
視覚障害者誘導ブ
ロックの整備 

  ○   

歩道の段差解消 信号待ちスペースの勾配を解消 

【総持寺駅前線】 

視覚障害者誘導用ブロック
の新設 
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３ 南茨木駅周辺地区 

面積 経路の総距離 

約０.５６km2 約４.４５km 
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＜旅客施設の主な整備内容＞ 

■阪急南茨木駅 
◇公共交通特定事業<阪急電鉄㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 
必要に応じ、利便性
向上に努める。 

トイレ設備の充実 ○ 施設更新に合わせ
て利便性向上に努
める。 

車いす利用者でも利用しやすい券売
機への改善 

○ 

ホームの安全対策     ○ 転落対策 

３ 南茨木駅周辺地区 

エレベーター等の施設の位
置がわかりやすいように案
内板等を設置 

ホームの 
安全対策を検討 
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＜旅客施設の主な整備内容＞ 

■モノレール南茨木駅 
◇公共交通特定事業<大阪高速鉄道㈱> 

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 
必要に応じ、利便性
向上に努める。 

３ 南茨木駅周辺地区 

案内看板・音声案内を整備 

改札口 コンコース 

ホーム 
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＜駅前広場等の主な整備内容＞ 

■阪急南茨木駅東 
◇その他の事業<茨木市等> 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

案内情報設備等の充実 ○ 

駅前広場の適切な運用の徹底 ○ 

民間施設を活用した駅への移動
円滑化経路の確保 

  ○   

３ 南茨木駅周辺地区 

■阪急モノレール連絡通路 
◇その他の事業<各事業者> 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

移動経路の円滑化 整備済み 

駅からバス停までの案内
充実 
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３ 南茨木駅周辺地区 

＜市道の主な整備内容＞ 

■天王一丁目沢良宜西二丁目線 
◇道路特定事業（関連を含む）<茨木市> 

路線名 区間 具体項目 
目標時期 

短期 中期 長期 

天王一丁目沢良
宜西二丁目線 

天王一丁目宇野辺
一丁目線 
～天王一丁目蔵垣
内三丁目線 

歩行空間の確保（道路拡幅に
より歩道設置） 
歩道改善（段差、勾配の解消
と歩道延伸） 

○ 

道路空間を再配分し歩道を整備 
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３ 南茨木駅周辺地区 

＜交通バリアフリー法に基づく基本構想整備路線の整備事例＞ 

整備前

整備後

整備前

整備後

整備前

整備後

歩道の改善と歩行空間、視覚障害者誘導ブロックを整備 

【大阪中央環状線下ガード部】 【南茨木駅東線】 【沢良宜西一丁目玉島台線】 
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  Ⅱ ．建築物 
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１ 建築物の整備メニュー 

 本基本構想で定める生活関連施設については、バリアフリー法及び大
阪府福祉のまちづくり条例で定める基準への適合を継続して進めていく
とともに、施設利用者の移動円滑化の確保にむけて適宜改善を行ってい
きます。 
 本市においては、以下の整備項目を重点的に進めていくこととします。 

整 備 内 容 

 駐車場や歩道と出入口部の連続性の確保 

 トイレの利便性の向上 

 エレベーターの利便性の向上 

 子育て世代も外出しやすい環境の整備 

 案内誘導の充実 
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１ 建築物の整備メニュー 

◇駐車場や歩道と出入口部の連続性の確保          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続して、視覚障害
者誘導用ブロックを
設置 

 

建物の出入口に最も近い位
置に設ける 

雨天時を考慮し、屋
根を設置 

歩者分離された安
全な歩行者通路 

 

歩
道 

道
路 

案内標識 

屋根 

玄関 

歩行者用通路 

歩
行
者
用
通
路 

 

敷地境界線 

通過の際に支障となる段を
設けない 

＊整備例 
・利用者が安全に通行できるよう、歩車分離するなどの配慮 
・車いすの乗降スペース及び通路には、屋根を設置 
・妊婦、歩行困難な高齢者、障害者等に配慮した駐車スペースを建築物の 
 出入口に近い位置に設置 
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１ 建築物の整備メニュー 

◇駐車場や歩道と出入口部の連続性の確保          
＊整備例 
・施設の玄関は不特定多数の利用者動線が重なり合う場所である為、車い
す利用者等が利用できるアプローチと連結する等、障害者等への配慮が
必要 

・複数の玄関を設置する場合、すべての玄関で障害者等に対する配慮を行
うことが望ましいが、困難な場合は障害者等が利用できる玄関を示した
案内板を設置するなどの配慮が必要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者誘導用ブロック又は音
声による誘導装置等の設置 

ドアは自動開閉又は車いす利用者
が円滑に開閉できる構造 

誘導鈴 

通過の際に支障となる段を
設けない 

玄関の出入口の幅は充分な
幅員を確保 

車いす利用者が戸の開閉進
入に必要なスペースを確保 
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１ 建築物の整備メニュー 

◇トイレの利便性向上          
・すべての人が利用できるように、トイレを設置する際にはできるだけ車
いす利用者等を考慮したトイレを併設 

・スペース上の制限でこれらが困難な場合でも、一般用トイレに配慮を行
うことによって利用できる場合もある為、一般用便所においても適切な
整備を行っていく必要があります。 

・大規模改修が困難な場合は、対応可能な範囲でのきめ細やかな改善・改
修の継続が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長尺の鏡 押しやすい洗浄ボタン 

手すりの設置 

非常用呼び出しボ
タン 

洗面器は車いす利
用も考慮 

手洗機は便器に腰掛
けたまま利用できる
位置に設置 

非常用呼び出しボ
タン 

スペースに応じて、オスト
メイト、おむつ換えシート、
介助用シート等を設置 
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１ 建築物の整備メニュー 

◇エレベーターの利便性向上         
・建築物の高層化が進む中で、垂直移動が必要な施設はできるだけエレ
ベーターを設置することが望まれます。 

・エレベーターを設置する場合には、障害者等が利用しやすいように配慮
するとともに、エレベーターの位置をわかりやすく案内することが必要
です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手すり 

一般用ボタンは押しボタン
式とし、点字表示も設置 

車いす用押しボタン。ボタンは
できるだけ大きく 

かごの停止予定階を表示 

音声による昇降方向到着階や戸の開閉通報装置 

かごの大きさは基準にとらわ
れずスペースに余裕があれば
極力確保することが望ましい 
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１ 建築物の整備メニュー 

◇子育て世代も外出しやすい環境設備         
・乳児を同伴した利用者が長時間利用する施設には、授乳のできるスペー
スを設置 

・設置が困難な場合でも、既存の部屋やスペースを一時的に授乳スペース
として活用する配慮も求められます。 

・またトイレには、乳幼児用いす等の乳幼児を座らせることのできる設備
を設けた便房の設置や、乳幼児用ベッド等乳幼児のおむつ替えができる
設備を設けることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗面台 

収納式着替台 

乳児用イス 

授乳イス 

浄水器・温水器タンク 

おむつ用ゴミ箱 

乳幼児用ベッド 

案内標識 
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１ 建築物の整備メニュー 

◇案内情報設備等の充実          
・障害者、高齢者等に配慮した設備の標示を行うことが望まれます。 
・設置にあたっては、車いす利用者や視覚障害者などの通行の妨げとなら
ないように配慮 

・視覚障害者誘導用ブロックは、方向案内、注意喚起及び所在明示など視
覚障害者が容易に確認でき、わかりやすい方法で敷設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付がない場合は、触知図案内
板や音声案内を設置。必要に応
じてインターホンを設ける 

受付又は案内板に至る経路に
視覚障害者誘導用ブロックを
設置。車いす利用者の動線と交
錯しないように配慮 

エレベーター、トイレ等の主要
施設の位置をわかりやすく掲示 
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  Ⅲ ．その他の事業内容と 
 心のバリアフリー 
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１ その他の整備メニュー 

◇歩行空間の安全確保           

違法駐車車両への注意・啓発 商品・看板のはみ出しに対する指
導及び撤去 

放置自転車の撤去・規制 

整備内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

歩行空間の
安全確保 

放置自転車の撤去・規制 
 
 

継続 

違法駐車車両への注意・啓発 

商品・看板のはみ出しに対する指
導及び撤去 
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１ その他の整備メニュー 

■バス 
◇公共交通特定事業<各バス事業者>           

整備内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

ノンステップ車両への更新 ○ 
車両乗り換え時にノンステップ車両
へ更新 

路線図・時刻表の改善 ○ 分かりやすい案内情報に努める。 

出典：阪急バスホームページ「路線バスの乗り方」、近鉄バスホームページ「人と環境のために（近鉄バスの取り組み）」 

ノンステップバス車両への更新 

阪急バス 近鉄バス 京阪バス 
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１ その他の整備メニュー 

◇信号・交差点、交通規制<大阪府茨木警察署（公安委員会）>          

取組内容 
目標時期 備考 

短期 中期 長期 

・信号機の新設 
・音響信号の設置・改良 
・信号の歩車分離化 
・視覚障害者に配慮したLED付き 
 音響装置の設置 
・歩行者青時間の延長等の改良 

随時対応 

高齢者・視覚障害者用LED付き音響装置 



短期
50%

中期
17%

長期
12%

継続
6%

整備済
14%

整備事業全体
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整備項目・整備時期別割合 

事業全体 

短期
52%

中期
0%

長期
48%

継続
0%

整備済
0%

公共交通特定事業計画（鉄道）

短期
50%

中期
0%

長期
50%

継続
0%

整備済
0%

公共交通特定事業計画（バス）

短期
41%

中期
28%

長期
5%

継続
6%

整備済
20%

道路特定事業計画

短期
82%

中期
9%

長期
0%

継続
0%

整備済
9%

都市公園特定事業計画

短期
74%

中期
11%

長期
5%

継続
0%

整備済
11%

駅前広場関連事業

公共交通特定事業（鉄道） 公共交通特定事業（バス） 

道路特定事業 都市公園特定事業 駅前広場関連事業 
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２ 心のバリアフリー 

取組内容 
目標時期 

短期 中期 長期 

広報・啓発冊子の作成 ○ 

イベント等でのバリアフリーの啓発活動の実施 ○ 

商業者を対象としたバリアフリー・接遇マニュア
ルの作成 

○ 

◇市民への啓発活動            

窓口での配慮マニュアル（障害者施策推進本部） 商店街でのBFに配慮したおもてな
しの研修方法（東京都） 

高槻周辺お出かけマップ（バリア
フリーマップ）（高槻市） 

【事例】 
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◇勉強会等の開催            

市民や職員を対象とした勉強会（茨木市） 

【イメージ】 

取組内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

市民出前講座の実施 ○ 
平成２８年度より
講座メニューに追
加予定 

当事者等が講師となるバリア
フリー講師派遣制度の構築 

○ 

２ 心のバリアフリー 



45 

２ 心のバリアフリー 

◇自転車マナーの向上            

駅前放置自転車クリーンキャンペーン（大阪府） 自転車事故防止の啓発冊子 
（日本損害保障協会） 

【事例】 

自転車運転者講習 
（警視庁・都道府県警察） 

取組内容 
目標時期 

備考 短期 中期 長期 

放置自転車クリーンキャン
ペーン  

 
継続 

茨木市自転車利用環境整備
計画に基づき、引き続き取り組
みを進めます。 

自転車教室の開催 

マナー向上にむけた啓発冊
子の作成 
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２  心のバリアフリー 

◇バリアフリー教育の推進            

小学生用の啓発冊子「福祉ってなぁに？」 
（豊中市地域福祉課） 

【事例】 

取組内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

小学校へバリアフリー出前講座を実施 ○ 随時対応 

こども向けの啓発冊子の作成・配布 ○ 

障害者が講師となり小学校で授業を行う 
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２  心のバリアフリー 

◇その他            

バリアフリー基本構想に基づき設置された
歩行者系案内サイン（高槻市） 

歩行者支援システム 
（国土交通省） 

【事例】 

災害時障害者サポートマニュアル 
（八王子市） 

取組内容 
目標時期 備考 

短期 中期 長期 

案内情報サインの設置・見直し ○ 
音声・点字・ひらがな・多
言語化を含めて検討 

バリアフリーに関連した情報提供の
充実 

○ 
ホームページだけでなく
多用な媒体の利用を検討 

災害時の避難行動要支援者対策
の充実 

 

継続 

https://www.hokoukukan.go.jp/routesearch/init?AreaCode=6&DrowMode=0
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２ 心のバリアフリー 

◇職員やスタッフ等の対応の充実            

事業者 取組内容 
目標時期 

備考 
短期 中期 長期 

西日本 
旅客鉄道(株) 

職員の教育・研修 

 
継続 

社員のバリアフリーに対する認
識を深めるための研修やフォ
ローアップを実施 

阪急電鉄(株) 職員の教育・研修 
インスタントシニアの体験学習、
交通事業者向けバリアフリー教
育訓練研修会への参加等 

大阪高速 
鉄道(株) 

職員の教育・研修 駅務員への教育・認知症 
サポーター制度研修等 

阪急バス(株) 職員の教育・研修 車いす乗降対応研修及びイン
スタントシニア体験研修を実施 

近鉄バス (株) 職員の教育・研修 車いす乗降対応研修、乗務員
の接遇研修を実施 

京阪バス(株) 職員の教育・研修 乗務員の教育及び研修の実施 

茨木市 

職員の教育・研修 
職員のバリアフリーに対する認
識を深めるための研修やフォ
ローアップを実施 

障害者差別解消法に
基づく職員対応要領
の作成 

○ 


